
病床規制の弾力化について 

 

病床過剰な医療圏内においては、医療法の規定により病院の新規参入

や増床が原則として不可能であり、医療計画を策定した後、病床数に著

しい不均衡が生じても病床整備が困難となっている。 

  また、救急・周産期・小児等の政策医療に必要な病床が不足している

場合には、厚生労働大臣と協議し、その同意を得て増床を行うことが可

能であるが、協議に時間を要するため迅速な対応が困難である。 

 そこで、地域の実情に応じた医療提供体制を構築するため、次の措置

を講じることを要請する。 

 

 

１ 基準病床について、都県が地域医療の実情を踏まえて設定できるよ

う、全国一律の算定方式を見直すこと。 

 

 

２ 病床過剰な医療圏内で救急・周産期・小児等の政策医療に必要な病

床が不足している場合、地元の市町村の要望や関係団体の同意を踏ま

え、都県が必要と認める病床を増床する際の厚生労働大臣への協議を

廃止すること。 
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